
○入間市立学校給食センター設置及び管理条例 

昭和５５年１２月２４日 

条例第４２号 

注 平成１３年２月から改正経過を注記した。 

（目的及び設置） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３０条

の規定に基づき、生徒の心身の健全な発達を図るため、入間市立学校給食センター（以下

「給食センター」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

入間市立学校給食センター 入間市大字新久１２９番地 

（管理） 

第３条 給食センターは、入間市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が管理する。 

（職員） 

第４条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。 

（給食の対象） 

第５条 給食センターは、市立の中学校のうち、自校に給食調理場を有しない中学校に在学

するすべての生徒及び必要な職員に対して、給食を実施する。 

（経費の負担） 

第６条 給食費（学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第１１条第２項の規定に基づく

ものをいう。）は、前条に規定する給食を受ける生徒の保護者及び職員の負担とする。 

（平２１条例１２・一部改正） 

（業務） 

第７条 給食センターは、適正な調理、配送その他学校給食に必要な業務を行う。 

（運営委員会） 

第８条 給食センターの運営に関する基本的事項を審議するため、入間市立学校給食センタ

ー運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、委員１５人以内をもつて組織し、知識経験者のうちから教育委員会が委嘱す

る。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 



（平１３条例３・一部改正） 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年条例第１９号） 

この条例は、昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年条例第１６号） 

この条例は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年条例第３号） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

２ 第１条から第３１条までの規定による改正後の条例の規定は、平成１３年４月１日以後

にする委嘱（同日前に委嘱又は任命された委員の補欠としてする委嘱を除く。）から適用

する。 

附 則（平成２１年条例第１２号） 

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 

 


